
○第８８回添加物専門調査会 

 

日時：平成２２年８月３１日（火）１３：５８～１５：５０  

 

議事概要： 

 

（１）６，７－ジヒドロ－５－メチル－５Ｈ－シクロペンタピラジン 

・審議の結果、本品目は、食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がないと考えられると

評価された。評価書案は一部修正の上、食品安全委員会に報告することとなった。 

 

＊麦芽、ビール等の食品中に存在し、また、コーヒーの焙煎及び豚肉等の加熱調理により生成する

成分です。欧米において、ソフト・キャンデー類、肉製品、冷凍乳製品類、チューインガム、清涼

飲料等様々な加工食品において香りの再現、風味の向上等の目的で添加されています。 

 

（２）ピラジン 

・審議の結果、本品目は、食品の着香の目的で使用する場合、安全性に懸念がないと考えられると

評価された。評価書案は一部修正の上、食品安全委員会に報告することとなった。 

 

＊麦芽等の食品中に存在し、また、コーヒー、ココナッツ等の焙煎及びえび、豚肉、牛肉等の加熱

調理により生成する成分です。欧米において、焼菓子、ハード・キャンデー類、ソフト・キャンデ

ー類、アルコール飲料、製菓材料、冷凍乳製品類等様々な加工食品において香りの再現、風味の向

上等の目的で添加されています。 

 


